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特定間伐等促進計画

　区域の範囲を別図のとおりとする。

　　県の基本方針や本市の間伐の実施状況を勘案して、平成２５年度から平成３２年度までの８年間で　70.48 ｈａ（年平均　8.81 ｈａ　）　　

　の間伐を行うことを米子市特定間伐等促進計画の目標とする。また、伐採後の確実な再造林も含めた造林の実施を促進する。

１　特定間伐等促進計画の目標

　　森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第４条第１項の規定により定められた鳥取県の基本方針によると、平成２５年度から平成

　３２年度までの８年間の特定間伐等の実施の促進の目標として、基本方針では、特定間伐等の実施の促進の目標として、36,800ｈａ（年平

　均　4,600 ｈａ）の間伐の実施を掲げている。

２　特定間伐等促進計画の区域

　　鳥取県の基本方針に定められた特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずるべき区域の基準に従い、米子市の特定間伐等促進計画の



３　特定間伐等の実施計画
（１）間伐

米子市 H30～H32 鳥取県 米子市 淀江町稲吉 ｳﾏﾅﾗｼ 1216～1220 4.10 ﾋﾉｷ 20 381 定性 114 30 104-A 造林事業
米子市 H30～H32 鳥取県 米子市 淀江町稲吉 ｻﾝﾀﾞﾀﾞﾆ 1073 3.95 ﾋﾉｷ 20 367 定性 110 30 106-B 造林事業
米子市 H30～H32 鳥取県 米子市 淀江町稲吉 ｻﾝﾀﾞﾀﾞﾆ 1073 1.10 ﾋﾉｷ 26 158 定性 47 30 106-B 造林事業
米子市 H30～H32 鳥取県 米子市 淀江町稲吉 ｵｵﾅﾘ 1178～1180 14.79 ﾋﾉｷ 4 15 不用木の除去 111-A 除伐等　造林事業
米子市 H30～H32 鳥取県 米子市 淀江町西尾原 ｶﾞｶﾞｼﾊﾞ 457 0.76 ｽｷﾞ 19 94 定性 28 30 115-A 造林事業
日吉津村 H30～H32 鳥取県 米子市 泉 ｷﾀﾊﾗ 706-1 0.59 ｽｷﾞ 19 73 定性 22 30 30-E 造林事業
日吉津村 H30～H32 鳥取県 米子市 泉 ｷﾀﾊﾗ 706-1 2.63 ﾋﾉｷ 19 221 定性 66 30 30-E 造林事業
大山森林組合 H26～H27 鳥取県 米子市 淀江町西原 ﾖﾄﾞｴﾔﾏ 1395-1外 1.85 ﾋﾉｷ 23 88 不要木の除去 18 20 121-D 除伐等　造林事業
大山森林組合 H26～H27 鳥取県 米子市 淀江町稲吉 ｵｵﾅﾘ 1176外 5.29 ｽｷﾞ 23 952 不要木の除去 190 20 111-A 除伐等　造林事業
大山森林組合 H28～H29 鳥取県 米子市 淀江町稲吉 ｵﾝｼﾞﾝﾋﾞﾗ 1038 1.09 ﾋﾉｷ 12 34 不要木の除去 7 20 112-C 除伐等　造林事業
大山森林組合 H28～H29 鳥取県 米子市 淀江町西尾原 ﾀｹﾊﾗ 455-1外 3.53 ﾋﾉｷ 13 131 不要木の除去 26 20 115-A 除伐等　造林事業
大山森林組合 H30～H32 鳥取県 米子市 淀江町福岡 ﾊｶﾉｳｴ 106外 1.04 ﾋﾉｷ 17 69 不要木の除去 14 20 101-M 除伐等　造林事業
大山森林組合 H30～H32 鳥取県 米子市 淀江町稲吉 ｵﾝｼﾞﾝﾋﾞﾗ 1046-2 1.47 ﾋﾉｷ 11 38 不要木の除去 8 20 112-D 除伐等　造林事業
大山森林組合 H30～H32 鳥取県 米子市 淀江町西原 ｵｵﾃﾝﾊﾞ 1453-1(1) 1.30 ﾋﾉｷ 32 248 定性 74 30 121-A 造林事業
鳥取県西部森林組合 H25～H28 鳥取県 米子市 諏訪 ﾐﾔﾉｼﾀﾆｼ 586-1 0.21 ｽｷﾞ 30 57 不用木の除去 17 30 2-C 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H25～H28 鳥取県 米子市 諏訪 2036 0.25 ｽｷﾞ 25 52 不用木の除去 16 30 2-C 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H25～H28 鳥取県 米子市 榎原 ﾋﾔｸﾏﾝ 99 0.55 ﾋﾉｷ 18 41 不用木の除去 12 30 4-Ｉ 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H25～H28 鳥取県 米子市 榎原 ﾋﾔｸﾏﾝ 98外 0.73 ﾋﾉｷ 18 55 不用木の除去 17 30 4-Ｉ 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H25～H28 鳥取県 米子市 榎原 ｶﾆｶﾞｻｺ 35 0.36 ﾋﾉｷ 12 11 不用木の除去 3 30 4-Ｊ 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H25～H28 鳥取県 米子市 吉谷 ｳｻｷﾞﾀﾞﾆﾔﾏ 558-1外 0.04 ｽｷﾞ 18 4 不用木の除去 1 30 6-F 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H25～H28 鳥取県 米子市 吉谷 ｳｻｷﾞﾀﾞﾆﾔﾏ 558-1外 1.23 ﾋﾉｷ 18 92 不用木の除去 28 30 6-F 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H25～H28 鳥取県 米子市 日下 ｼｲﾉｷﾅﾘﾊﾞﾗ 1228外 1.29 ｸﾇｷﾞ 8 8 不用木の除去 2 20 34-D 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H25～H28 鳥取県 米子市 日下 ｼｲﾉｷﾅﾘﾊﾞﾗ 1228外 0.14 ｹﾔｷ 33 1 不用木の除去 0 20 34-D 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H25～H28 鳥取県 米子市 日下 ｼﾖｳｼﾞﾐﾈﾉ2 1293外 3.19 ﾋﾉｷ 31 587 定性　 176 30 35-E 造林事業
鳥取県西部森林組合 H25～H28 鳥取県 米子市 日下 ﾃﾗﾅｶ 8 0.65 ﾋﾉｷ 31 120 定性　 36 30 35-E 造林事業
鳥取県西部森林組合 H25～H28 鳥取県 米子市 福万 ｼﾖｳｼﾞﾖｳｶﾞﾐﾈ 989 1.16 ﾋﾉｷ 32 222 定性　 67 30 36-A 造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 榎原 ｶﾈﾂｸﾞ 706 0.23 ﾋﾉｷ 20 21 不用木の除去 6 30 4-E 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 榎原 ｶﾈﾂｸﾞ 677-1外 1.20 ﾋﾉｷ 20 112 不用木の除去 34 30 4-E 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 榎原 ﾔﾏﾏﾜﾘ 856-1外 0.20 ﾋﾉｷ 18 15 不用木の除去 5 30 4-Ｆ 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 榎原 ﾐﾅﾐｽﾘｺｷﾞﾀﾞﾆ 565 0.27 ﾋﾉｷ 18 20 不用木の除去 6 30 4-H 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 榎原 ｲﾁｶﾞﾂﾎﾞ 3 0.22 ﾋﾉｷ 18 17 不用木の除去 5 30 4-Ｉ 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 榎原 ｶﾆｶﾞｻｺ 37 0.66 ﾋﾉｷ 21 67 不用木の除去 20 30 4-Ｊ 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 榎原 ﾅｷﾞﾗﾔ 39外 0.11 ﾋﾉｷ 13 4 不用木の除去 1 30 4-K 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 榎原 ﾅｷﾞﾗﾔ 39外 0.21 ﾋﾉｷ 13 8 不用木の除去 2 30 4-K 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 新山 ｼﾓｲﾁ 250外 0.91 ﾋﾉｷ 19 76 不用木の除去 23 30 11-B 除伐等  造林事業
小計 57.30
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（１）間伐

鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 奥谷 ﾄｶﾞﾏｴﾔﾏ 371 0.17 ﾋﾉｷ 15 8 不用木の除去 2 30 15-G 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 奥谷 ﾄｶﾞﾏｴﾔﾏ 369-1外 0.51 ﾋﾉｷ 15 25 不用木の除去 8 30 15-G 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 奥谷 ﾄｶﾞﾏｴﾔﾏ 368-1 0.49 ﾋﾉｷ 15 24 不用木の除去 7 30 15-G 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 観音寺 ｲﾜｻｷﾉｲﾁ 688外 0.31 ﾋﾉｷ 13 11 不用木の除去 3 30 17-E 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 陰田町 ｶﾐﾐﾔﾉﾀﾆﾔﾏ 1777 0.42 ﾋﾉｷ 15 21 不用木の除去 6 30 20-D 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 日下 ｵｵﾂｶﾐﾈﾉ2 1175 0.63 ﾋﾉｷ 17 42 不用木の除去 13 30 33-C 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 日下 ﾀﾞｲﾗｼﾞ 1233 0.78 ﾋﾉｷ 14 34 不用木の除去 10 30 34-D 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 日下 ｻｶﾉﾐﾈﾋﾐﾅﾐﾉ3 1332外 0.66 ﾋﾉｷ 15 62 不用木の除去 19 30 35-B 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 福万 ｶﾓｶﾞｲｹﾊﾞﾗ 1017-1 3.43 ｸﾇｷﾞ 13 86 不用木の除去 26 30 36-D 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 福万 ｶﾓｶﾞｲｹﾊﾞﾗ 1017-1 0.35 ｸﾇｷﾞ 13 9 不用木の除去 3 30 36-D 除伐等  造林事業
鳥取県西部森林組合 H29～H32 鳥取県 米子市 福万 ﾏｷﾊﾞﾗ 1110-1 0.27 ﾋﾉｷ 12 8 不用木の除去 2 30 36-L 除伐等  造林事業
鳥取県造林公社 H28～H29 鳥取県 米子市 淀江町小波 下向山 1270-1 5.16 ﾋﾉｷ 22 568 定性 114 20 122-B 造林事業
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計 70.48
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（２）造林

大山森林組合 （H25～H32） （鳥取県） （米子市） （淀江町稲吉） （大蓋原） （1168-1） （4.20） （ﾋﾉｷ） 106-D 造林事業 雪起・下刈

大山森林組合 （H25～H32） （鳥取県） （米子市） （淀江町稲吉） （大平山） （1215-1） （0.94） （ﾋﾉｷ） 106-D 造林事業 雪起・下刈
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （榎原） （ｶﾆｶﾞｻｺ） （35） （0.36） （ﾋﾉｷ） 4-J 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （榎原） （ﾅｷﾞﾗﾔ） （39外） （0.11） （ﾋﾉｷ） 4-K 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （榎原） （ﾅｷﾞﾗﾔ） （39外） （0.21） （ﾋﾉｷ） 4-K 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （吉谷） （ｳｻｷﾞﾀﾞﾆﾔﾏ） （558-1外） （0.04） （ｽｷﾞ） 6-F 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （吉谷） （ｳｻｷﾞﾀﾞﾆﾔﾏ） （558-1外） （1.23） （ﾋﾉｷ） 6-F 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （古市） （ﾀﾃｲｼﾔﾏ） （585-3） （0.19） （ﾋﾉｷ） 7-C 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （古市） （ﾀﾃｲｼﾔﾏ） （585-4） （0.14） （ﾋﾉｷ） 7-C 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （古市） （ﾀﾃｲｼﾔﾏ） （585-5） （0.20） （ﾋﾉｷ） 7-C 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （古市） （ﾀﾃｲｼﾔﾏ） （585-6） （0.21） （ﾋﾉｷ） 7-C 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （古市） （ﾀﾃｲｼﾔﾏ） （585-7） （0.20） （ﾋﾉｷ） 7-C 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （古市） （ﾀﾃｲｼﾔﾏ） （585-8） （0.22） （ﾋﾉｷ） 7-C 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （古市） （ﾀﾃｲｼﾔﾏ） （585-9） （0.21） （ﾋﾉｷ） 7-C 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H25～H32） （鳥取県） （米子市） （新山） （ﾉｳｴﾝｼﾞｷﾀﾔﾏ） （1030） （0.17） （ｸﾇｷﾞ） 10-C 造林事業 雪起・下刈
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （新山） （ｶﾜﾔﾊﾗ ﾏｴｷﾀ） （1024外） （0.14） （ﾔﾏｻﾞｸﾗ） 10-C 造林事業 雪起・下刈
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （新山） （ｶﾜﾔﾊﾗ ﾏｴｷﾀ） （1024外） （0.14） （ｸﾇｷﾞ） 10-C 造林事業 雪起・下刈
鳥取県西部森林組合 （H25～H32） （鳥取県） （米子市） （新山） （ｱﾏｶﾞﾀﾆﾔﾏ） （994-1） （0.58） （ﾋﾉｷ） 10-C 造林事業 雪起・下刈
鳥取県西部森林組合 （H25～H32） （鳥取県） （米子市） （新山） （ｶﾈﾋﾛﾔﾏ） （663外） （0.94） （ﾋﾉｷ） 10-D 造林事業 雪起・下刈
鳥取県西部森林組合 （H25～H32） （鳥取県） （米子市） （奥谷） （ﾄｶﾞﾏｴﾔﾏ） （371） （0.17） （ﾋﾉｷ） 15-G 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （奥谷） （ﾄｶﾞﾏｴﾔﾏ） （369-1外） （0.51） （ﾋﾉｷ） 15-G 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （奥谷） （ﾄｶﾞﾏｴﾔﾏ） （368-1） （0.49） （ﾋﾉｷ） 15-G 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （観音寺） （ｲﾜｻｷﾉｲﾁ） （688外） （0.31） （ﾋﾉｷ） 17-E 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （陰田町） （ｼﾞｺﾞｸﾀﾞﾆﾔﾏ） （1254-2） （0.35） （ﾋﾉｷ） 19-C 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （陰田町） （ｼﾞｺﾞｸﾀﾞﾆﾔﾏ） （1254-2） （0.13） （ﾋﾉｷ） 19-C 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （陰田町） （ｼﾞｺﾞｸﾀﾞﾆﾔﾏ） （1254-1） （0.44） （ﾋﾉｷ） 19-C 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （陰田町） （ｶﾐﾐﾔﾉﾀﾆﾔﾏ） （1777） （0.42） （ﾋﾉｷ） 20-D 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （日下） （ｻｶﾉﾐﾈﾋﾐﾅﾐﾉ3） （1332外） （1.27） （ﾋﾉｷ） 35-B 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （日下） （ｶﾜﾁﾀﾞﾆﾉ1） （1310-1外） （1.70） （ﾋﾉｷ） 35-B 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （福万） （ｺﾔﾉﾀﾆ） （1021） （0.36） （ﾋﾉｷ） 36-F 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H25～H32） （鳥取県） （米子市） （福万） （ｺﾔﾉﾀﾆ） （1022） （0.21） （ﾋﾉｷ） 36-F 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （福万） （ｺﾔﾉﾀﾆ） （1023） （0.62） （ﾋﾉｷ） 36-F 造林事業 枝打ち
鳥取県西部森林組合 （H28～H32） （鳥取県） （米子市） （福万） （ﾏｷﾊﾞﾗ） （1110-1） （0.27） （ﾋﾉｷ） 36-L 造林事業 枝打ち

交付金
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うち人工林 うち天然更新

天然更
新面積

図面番号
又は林小

班名
天然更
新時期

天然更
新樹種

植栽
本数

事業実施主体
事業実
施年度 都道府県 市町村

所在場所

大字



（３）その他間伐及び造林に関する事項

都道府県 市町村

・

交付金希望 備考
事業実施

年度
事業実施主体

所在場所
内容



（４）作業道等路網整備

市町村地番

路網終点 図面番号
又は林小
班名

字都道府県
事業実施主体

事業実
施年度

路網起点

都道府県 市町村 大字 字
備考

開設延長 幅員大字 地番
路線名

路網整備の内容
交付金
希望



（５）その他施設

・

（６）事業実施箇所

　　　別添図面のとおり

事業実施主体
事業実
施年度

数量
交付金
希望

備考
所在場所 図面番号

又は林小
班名都道府県 市町村 大字 字 地番

施設名



　　　　　 林業普及指導員と連携し、林業事業体に対する経営手法や必要な技術の普及指導に取組む。

　(1)　路網の整備の推進に関すること

　　　　体となってその整備に取り組む。

　(2)　高性能林業機械等を活用した低コストで効率的な作業システムの整備、普及及び定着に関すること

　　　　　 路網の整備と併せて施業地の団地化による施業の効率化・集約化に取組み、造林・保育コストの低減化を推進する。

　　　　　 プロセッサによる集造材、フォワーダによる運材など高性能林業機械の活用による効率的作業システムの構築に取り組むとともに、研修会等を通じ

　　　　　 機械化による森林施業の効率化・省力化及び間伐材等の搬出・運材など林業の生産基盤としての路網の整備は重必要不可欠であり、関係者一

　(2)　林業事業体に対する経営手法・技術の普及指導等に関すること

　　　　　素材生産業者、木材加工業者等林業関係者・団体で構成する日野川流域活性化センター等の場を利用し、間伐材の供給、利用に係る合意形成

　(2)　長期的な木材需給に係る協定の締結等による間伐材の安定供給体制の構築に関すること

　　　　た合意形成に資する。

　　　　　 林業担い手財団等関係団体と連携し、新規林業労働者の確保及び育成に取り組むとともに、研修制度の積極的な参加を呼びかけるなど人材の

　　　 て既存の協定の期間延長や供給量の増加に向けた見直しに取組む。

７　人材の育成・確保等

　(1)　間伐や路網作設等を適切に行える現場技術者等及び林業事業体の育成確保に関すること

　　　　確保・資質の向上に取り組む。

６　間伐材の利用の推進

４　森林経営計画に基づく森林施業、森林施業の共同化等の推進

　(1)　森林経営計画の作成及びこれに基づく間伐等の森林施業の推進並びに提案型施業の実施の推進に関すること

           林業普及指導員と連携し、地区座談会などを通して森林経営計画制度の周知や、森林所有者と事業主体等との森林経営委託の推進を図り、森林

　　　　経営計画の策定に向けた基盤づくりに努めるとともに、施業の実施に当たっては、施業の団地化による集約的施業など事業主体による提案型施業の

　　　　推進に努める。

　　　　　 森林整備地域活動支援交付金事業など各種事業に取組み、事業を通して得られた情報の提供など森林施業の共同化や経営計画の作成に向け

　(2)　施業の集約化に必要な森林情報の収集、境界の確認、森林所有者等の合意形成等の活動の推進に関すること

　　　 の構築に努める。

　　　　　日野川流域活性化センター等の場を利用し、木材の安定供給体制の構築に向けた関係者間の合意形成と協定締結の推進に取組む。また、併せ

  (1)　間伐材の供給及び利用に携わる関係者間の合意形成の構築の推進に関すること

　(3)　コンテナ苗の活用等による造林・保育の低コスト化の推進に関すること

５　路網の整備の推進、間伐等の効率化・低コスト化の推進

　　　　て作業システムの普及と定着を図る。


